
役員退職金に係る業績勘案率に係る参考資料 
 

法人名：自動車検査独立行政法人 
氏 名：橋口寛信 
職 名：理事長 

項  目 内  容  等 
①略暦（出身省庁、民間等） 
 

昭和３７年４月 川崎重工業株式会社採用 
平成１３年４月 川崎重工業株式会社常務取締役技術本部長

平成１４年７月 自動車検査独立行政法人理事長 

②報道による当該法人に対

する指摘等 
 

該当無し 

③会計検査院からの当該法

人に対する指摘 
 

平成 15 年度の会計検査において、当該法人が発足した平成

14 事業年度の消費税の申告にあたり、課税仕入れの額を過少

に算出していたことなどにより、還付を受けた消費税の額が

不足しているのではないかとの指摘を受けた。 
 
 

④国会決議等での当該法人

に対する指摘（警告決議等） 
 
 

該当無し 

⑤個別問題等がある場合

（特に②～④について指

摘がある場合）は、それ

に対する考え方（業績勘

案率への波及の有無） 
 

③については、会計検査院の指摘に基づき、迅速に調査を行

い、改善措置を講じており、原因の究明や再発防止も徹底さ

れている。当該役員は、在任中一貫して法令遵守の徹底を最

重要事項として掲げ、内部監査の充実等にも積極的に取り組

んでおり、当該事案によって職責を果たしていなかったとは

認められないことから、業績勘案率を減算するには至らない。

 
⑥その他特記事項等 該当無し 

※ ②～⑥について、該当がなければ「該当無し」と記載してください。 
 
 



役員退職金に係る業績勘案率に係る参考資料 
 

法人名：自動車検査独立行政法人 
氏 名：宮嵜拓郎 
職 名：理事（企画・計画担当） 

項  目 内  容  等 
①略暦（出身省庁、民間等） 
 

昭和４７年５月 運輸省採用 
平成１２年６月 運輸省自動車交通局技術安全部長 
平成１４年７月 自動車検査独立行政法人理事 

②報道による当該法人に対

する指摘等 
 
 

該当無し 

③会計検査院からの当該法

人に対する指摘 
 
 

平成 15 年度の会計検査において、当該法人が発足した平成

14 事業年度の消費税の申告にあたり、課税仕入れの額を過少

に算出していたことなどにより、還付を受けた消費税の額が

不足しているのではないかとの指摘を受けた。 
 

④国会決議等での当該法人

に対する指摘（警告決議等） 
 
 

該当無し 

⑤個別問題等がある場合

（特に②～④について指

摘がある場合）は、それ

に対する考え方（業績勘

案率への波及の有無） 
 
 

③については、当該役員の職責の範囲外であり、業績勘案率

に影響しない。 

⑥その他特記事項等 
 
 

該当無し 

※ ②～⑥について、該当がなければ「該当無し」と記載してください。 



役員退職金に係る業績勘案率に係る参考資料 
 

 
法人名：自動車検査独立行政法人 
氏 名：山本三郎 
職 名：監事 

項  目 内  容  等 
①略暦（出身省庁、民間等） 
 

昭和４１年４月 運輸省採用 
平成１５年４月 国土交通省自動車交通局技術安全部整備課

        整備事業指導官 
平成１７年７月 自動車検査独立行政法人監事 

②報道による当該法人に対

する指摘等 
 
 

該当無し 

③会計検査院からの当該法

人に対する指摘 
 
 

平成 15 年度の会計検査において、当該法人が発足した平成

14 事業年度の消費税の申告にあたり、課税仕入れの額を過少

に算出していたことなどにより、還付を受けた消費税の額が

不足しているのではないかとの指摘を受けた。 
 

④国会決議等での当該法人

に対する指摘（警告決議等） 
 
 

該当無し 

⑤個別問題等がある場合

（特に②～④について指

摘がある場合）は、それ

に対する考え方（業績勘

案率への波及の有無） 
 
 

③については、当該役員の在職期間外であり、業績勘案率 
に影響しない。 

⑥その他特記事項等 
 
 

該当無し 

※②～⑥について、該当がなければ「該当無し」と記載してください。 


